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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

発行会社が優先出資を発行し、また、平成26年7月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項にそ

の他の訂正理由が生じましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提

出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　社債（特定短期社債を除く。）

　２　内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等

第二部　管理資産情報

第１　管理資産の状況

　３　管理及び運営の仕組み

　　(2)　信用補完等

第三部　発行者及び関係法人情報

第１　発行者の状況

　１　発行者の概況

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は　　　罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
 

第１【社債（特定短期社債を除く。）】
 

２【内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等】

＜訂正前＞

＜前略＞

(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等

＜中略＞

(i) 発行会社は、本特定社債の発行に先立ってその特定出資及び優先出資の払込金として払い込まれた金銭の

総額を発行会社が本特定社債関連口座として開設した口座に入金した上、このうち金990,100,000円（予

定）（注）については出資金勘定（以下に定義されます。）において管理し、発行会社の諸費用の支払、手

元資金不足時の本特定社債の利息の支払等のための現金準備として留保し、金140,000,000円（予定）

（注）については、発行会社の利息支払勘定（以下に定義されます。）において管理し、本特定社債の利息

の支払等のための現金準備として留保します。出資金勘定及び利息支払勘定内の資金は、後記第二部第1、3

(1)①「管理資産の管理」「管理資産からの支出」Ⅱのⅰないしⅶに記載されている方法及び順序に従い利

用することができ、かかる金額の限度において本特定社債の利息の支払の信用補完措置・流動性補完措置と

なります。また、発行会社は、平成26年8月1日付で発行会社及び明治安田生命の間で締結される信用枠設定

契約並びにこれに関する一切の変更契約（以下「本件信用枠設定契約」といいます。）に基づき明治安田生

命から一定額の本特定社債の利息の支払等の資金を借り入れる権利を有し、これを以て本特定社債の信用補

完措置・流動性補完措置とします。本件信用枠設定契約に基づく発行会社の明治安田生命に対する借入金の

元利金その他の支払については、当該支払を行うべき日（この日を含みます。）までに支払うべき本特定社

債の元金及び利息が全て支払われたことを停止条件として行われるものとし、かつ、当該支払を行うべき日

において出資金勘定に留保されている金銭から、当該支払を行うべき日に公租公課及び諸費用に支払われる

べきものの総額並びに金1,500万円を控除した金額を上限として行われるものとし、これを以て本特定社債

の信用補完措置・流動性補完措置とします。

（注）上記の各金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、平成26年7月25日頃に決定される予定です。

＜中略＞

(3) 管理資産の管理の方法、管理の形態及び信用補完の形態

＜中略＞

(b) 信用補完の形態

ア　特定出資及び優先出資の払込金

発行会社が本特定社債の発行に先立ってその特定出資及び優先出資の発行によって受領した払

込金のうち、金990,100,000円（予定）（注）については出資金勘定において発行会社の諸費用の

支払、手元資金不足時の本特定社債の利息の支払等のための現金準備として、金140,000,000円

（予定）（注）については発行会社の利息支払勘定において本特定社債の利息の支払等のため

の現金準備として、それぞれ留保し、後記第二部第1、3(1)①「管理資産の管理」「管理資産から

の支出」Ⅱのⅰないしⅶに記載されている方法及び順序に従い利用することができ、かかる金額

の限度において本特定社債の利息の支払の信用補完・流動性補完となり得ます。

(注)　上記の金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、平成26年7月25日頃に決定される予定

です。

＜後略＞
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＜訂正後＞

＜前略＞

(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等

＜中略＞

(i) 発行会社は、本特定社債の発行に先立ってその特定出資及び優先出資の払込金として払い込まれた金銭の

総額を発行会社が本特定社債関連口座として開設した口座に入金した上、このうち金990,100,000円につい

ては出資金勘定（以下に定義されます。）において管理し、発行会社の諸費用の支払、手元資金不足時の本

特定社債の利息の支払等のための現金準備として留保し、金140,000,000円については、発行会社の利息支

払勘定（以下に定義されます。）において管理し、本特定社債の利息の支払等のための現金準備として留保

します。出資金勘定及び利息支払勘定内の資金は、後記第二部第1、3(1)①「管理資産の管理」「管理資産

からの支出」Ⅱのⅰないしⅶに記載されている方法及び順序に従い利用することができ、かかる金額の限度

において本特定社債の利息の支払の信用補完措置・流動性補完措置となります。また、発行会社は、平成26

年8月1日付で発行会社及び明治安田生命の間で締結される信用枠設定契約並びにこれに関する一切の変更契

約（以下「本件信用枠設定契約」といいます。）に基づき明治安田生命から一定額の本特定社債の利息の支

払等の資金を借り入れる権利を有し、これを以て本特定社債の信用補完措置・流動性補完措置とします。本

件信用枠設定契約に基づく発行会社の明治安田生命に対する借入金の元利金その他の支払については、当該

支払を行うべき日（この日を含みます。）までに支払うべき本特定社債の元金及び利息が全て支払われたこ

とを停止条件として行われるものとし、かつ、当該支払を行うべき日において出資金勘定に留保されている

金銭から、当該支払を行うべき日に公租公課及び諸費用に支払われるべきものの総額並びに金1,500万円を

控除した金額を上限として行われるものとし、これを以て本特定社債の信用補完措置・流動性補完措置とし

ます。

＜中略＞

(3) 管理資産の管理の方法、管理の形態及び信用補完の形態

＜中略＞

(b) 信用補完の形態

ア　特定出資及び優先出資の払込金

発行会社が本特定社債の発行に先立ってその特定出資及び優先出資の発行によって受領した払

込金のうち、金990,100,000円については出資金勘定において発行会社の諸費用の支払、手元資金

不足時の本特定社債の利息の支払等のための現金準備として、金140,000,000円については発行会

社の利息支払勘定において本特定社債の利息の支払等のための現金準備として、それぞれ留保

し、後記第二部第1、3(1)①「管理資産の管理」「管理資産からの支出」Ⅱのⅰないしⅶに記載さ

れている方法及び順序に従い利用することができ、かかる金額の限度において本特定社債の利息

の支払の信用補完・流動性補完となり得ます。

＜後略＞
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第二部【管理資産情報】
 

第１【管理資産の状況】
 

３【管理及び運営の仕組み】

（２）【信用補完等】

＜訂正前＞

(a) 発行会社が本特定社債の発行に先立ってその特定出資及び優先出資の発行によって受領した払込金のう

ち、金990,100,000円（予定）（注）については発行会社の出資金勘定において管理し、発行会社の諸

費用の支払、手元資金不足時の本特定社債の利息の支払等のための現金準備として留保し、金

140,000,000円（予定）（注）については発行会社の利息支払勘定において管理し、本特定社債の利息

の支払等のための現金準備として留保します。出資金勘定及び利息支払勘定内の資金は、前記3(1)①

「管理資産の管理」「管理資産からの支出」Ⅱのⅰないしⅶに記載されている方法及び順序に従い利用

することができ、かかる金額の限度において、本特定社債の利息の支払の信用補完・流動性補完となり

得ます。

（注）　上記金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、平成26年7月25日頃決定される予定です。

＜後略＞

 
＜訂正後＞

(a) 発行会社が本特定社債の発行に先立ってその特定出資及び優先出資の発行によって受領した払込金のう

ち、金990,100,000円については発行会社の出資金勘定において管理し、発行会社の諸費用の支払、手

元資金不足時の本特定社債の利息の支払等のための現金準備として留保し、金140,000,000円について

は発行会社の利息支払勘定において管理し、本特定社債の利息の支払等のための現金準備として留保し

ます。出資金勘定及び利息支払勘定内の資金は、前記3(1)①「管理資産の管理」「管理資産からの支

出」Ⅱのⅰないしⅶに記載されている方法及び順序に従い利用することができ、かかる金額の限度にお

いて、本特定社債の利息の支払の信用補完・流動性補完となり得ます。

＜後略＞
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第三部【発行者及び関係法人情報】
 

第１【発行者の状況】
 

１【発行者の概況】

＜訂正前＞

＜前略＞

(6) 出資等の状況

(a) 出資の総数等

 

種　　　　　類 会社が発行する出資の総数

特　定　出　資 2口

計 2口

 

発行済
出　資

種類 発行口数
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

特定出資 2口 該当事項はありません （注）

計 2口 ― ―

（注）　特定出資は資産流動化法第37条により証券の発行が禁止されているため、記名・無記名の別又は額面・無

額面の別は存在しません。また、発行済特定出資は、全て議決権を有する特定出資です。

 

（参考情報）なお、平成26年7月25日頃、明治安田生命による優先出資がなされる予定であり、かかる優先出資

がなされた後の発行会社の出資の総数等は以下のとおりとなる予定です。

 

種　　　　　類 会社が発行する出資の総数

特　定　出　資 2口

優　先　出　資 22,600口（予定）（注1）

計 22,602口（予定）（注1）

 

発行済
出　資

種類 発行口数
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

特定出資 2口 該当事項はありません （注2）

優先出資
22,600口（予定）

（注1）
該当事項はありません （注3）

計
22,602口（予定）

（注1）
― ―

（注1）　上記の口数は、本届出書提出現在の見込口数であり、平成26年7月25日頃決定される予定です。

（注2）　特定出資は資産流動化法第37条により証券の発行が禁止されているため、記名・無記名の別又は額面・

無額面の別は存在しません。また、発行済特定出資は、全て議決権を有する特定出資です。

（注3）　優先出資社員は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総会において議決権を有しません。

＜中略＞
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(c) 特定資本金及び優先資本金等の推移

設立日以降の特定資本金の変化はありません。

設立日以降の優先資本金の変化はありません。但し、平成26年7月25日頃、明治安田生命に対して、

1,130,000,000円（予定）（注）の優先出資が発行される予定であり、それに伴い優先資本金が増

加する予定です。

(注)　上記の金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、平成26年7月25日頃決定される予定です。

 

発行会社は転換特定社債、新優先出資引受権付特定社債を発行しておりません。

 

(d) 所有者別状況

本届出書提出日現在、発行会社の発行済特定出資2口の全ては、本一般社団法人に所有されていま

す。なお、平成26年7月25日頃、明治安田生命に対して、22,600口（予定）（注）の優先出資が発行

される予定です。

(注)　上記の口数は、本届出書提出日現在の見込口数であり、平成26年7月25日頃決定される予定です。

 

(e) 主な社員の状況

＜中略＞

ⅱ 優先出資社員の状況

本届出書提出日現在、発行会社の優先出資社員は存在しません。

 

（参考情報）平成26年7月25日頃、明治安田生命に対して、22,600口（予定）（注）の優先出資が発行され

る予定です。以下参考のために明治安田生命の情報（平成26年7月25日頃の予定）を記載いたしました。

 

氏名又は名称 住所
所有優先出資

口数
発行済優先出資総数に対する

所有優先出資の割合

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
22,600口（予定）

（注）
100%

計  
22,600口（予定）

（注）
100%

(注)　上記の口数は、本届出書提出日現在の見込口数であり、平成26年7月25日頃決定される予定です。
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(f) 議決権の状況

①　発行済出資

本届出書提出日現在

区分 出資口数（口） 議決権の数（個） 内容

議決権のない出資 0 ― ―

議決権の制限された出資
（自己特定出資等）

0 ― ―

議決権の制限された出資
（その他）

0 0 ―

議決権のある出資
（自己特定出資等）

0 ― ―

議決権のある出資
（その他）

2 2 特定出資

単元未満出資 0 ― ―

発行済出資総数 2 ― ―

総社員の議決権 ― 2 ―

 

（参考情報）なお、平成26年7月25日頃、明治安田生命に対して優先出資が発行される予定であり、かかる

優先出資が発行された後の発行会社の発行済出資は以下のとおりとなる予定です。

 

区分 出資口数（口） 議決権の数（個） 内容

議決権のない出資
22,600（予定）

（注1）
― 優先出資（注2）

議決権の制限された出資
（自己特定出資等）

0 ― ―

議決権の制限された出資
（その他）

0 0 ―

議決権のある出資
（自己特定出資等）

0 ― ―

議決権のある出資
（その他）

2 2 特定出資

単元未満出資 0 ― ―

発行済出資総数
22,602（予定）

（注1）
― ―

総社員の議決権 ― 2 ―

（注1）上記の口数は、本届出書提出日現在の見込口数であり、平成26年7月25日頃決定される予定です。

（注2）優先出資社員は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総会において議決権を有しません。

＜後略＞
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＜訂正後＞

＜前略＞

(6) 出資等の状況

(a) 出資の総数等

 
 

種　　　　　類 会社が発行する出資の総数

特　定　出　資 2口

優　先　出　資 22,600口

計 22,602口

 

発行済
出　資

種類 発行口数
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

特定出資 2口 該当事項はありません （注1）

優先出資 22,600口 該当事項はありません （注2）

計 22,602口 ― ―

（注1）　特定出資は資産流動化法第37条により証券の発行が禁止されているため、記名・無記名の別又は額面・

無額面の別は存在しません。また、発行済特定出資は、全て議決権を有する特定出資です。

（注2）　優先出資社員は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総会において議決権を有しません。

＜中略＞

(c) 特定資本金及び優先資本金等の推移

年月日

発行済出資総数 特定資本金 優先資本金

摘要

増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高

平成26年6月18日 2口 2口 100,000円 100,000円 － － －

平成26年7月25日 22,600口 22,602口 － 100,000円 1,130,000,000円 1,130,000,000円 －

 

発行会社は転換特定社債、新優先出資引受権付特定社債を発行しておりません。

 

(d) 所有者別状況

平成26年7月25日現在、発行会社の発行済特定出資2口の全ては、本一般社団法人に所有されてい

ます。また、同日現在、発行会社の発行済優先出資22,600口の全ては、明治安田生命に所有されて

います。
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(e) 主な社員の状況

＜中略＞

ⅱ 優先出資社員の状況

 

平成26年7月25日現在

氏名又は名称 住所
所有優先出資

口数
発行済優先出資総数に対する

所有優先出資の割合

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 22,600口 100%

計  22,600口 100%

 

(f) 議決権の状況

①　発行済出資

平成26年7月25日現在

区分 出資口数（口） 議決権の数（個） 内容

議決権のない出資 22,600 ― 優先出資（注）

議決権の制限された出資
（自己特定出資等）

0 ― ―

議決権の制限された出資
（その他）

0 0 ―

議決権のある出資
（自己特定出資等）

0 ― ―

議決権のある出資
（その他）

2 2 特定出資

単元未満出資 0 ― ―

発行済出資総数 22,602 ― ―

総社員の議決権 ― 2 ―

（注）優先出資社員は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総会において議決権を有しません。

＜後略＞
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